
１ 野球場の利用料金 

(1) 施設の利用料金 

区分 利用料金の基準額 

午前 １，３２０円 

午後 １，７６０円 

夜間 １，７６０円 

時間外（１時間につき） ４４０円 

備考 

１ 「午前」とは午前９時から午前１２時まで、「午後」とは午後１時か

ら午後５時まで、「夜間」とは午後５時３０分から午後９時３０分まで、

「時間外」とは午前０時から午前９時まで、午後０時から午後１時まで、

午後５時から午後５時３０分まで及び午後９時３０分から午後１２時ま

でをいう。 

２ 時間外の利用料金の基準額において、使用時間に１時間未満の端数が

あるときは、１時間に切り上げる。 

３ 興行その他の営利を目的とする使用に係る施設の利用料金の基準額は、

この表に定める額の５倍の額とする。 

 

(2) 設備の利用料金 

名称 区分 利用料金の基準額 

照明 １時間につき ４，４００円 

備考 使用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間に切り上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ テニス・フットサルコートの利用料金 

(1) 施設の利用料金 

区分 利用料金の基準額 

テニスコート １コート１時間につき ３３０円 

フットサルコート 半面１時間につき ４９０円 

１コート１時間につき ９９０円 

備考 

１ 使用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間に切り上げる。 

２ 興行その他の営利を目的とする使用に係る施設の利用料金の基準額は、

この表に定める額の５倍の額とする。 

 

(2) 設備の利用料金 

名称 区分 利用料金の基準額 

照明 テニスコート １コート１時間につき ５５０円 

フットサルコート 半面１時間につき ８２０円 

１コート１時間につき １，６５０円 

備考 使用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間に切り上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 七ケ浜第１スポーツ広場の利用料金 

(1) 施設の利用料金 

区分 利用料金の基準額 

午前 午後 夜間 時間外（１時間

につき） 

半面につき ６６０円 ８８０円 ８８０円 ２２０円 

備考 

１ 「午前」とは午前９時から午前１２時まで、「午後」とは午後１時か

ら午後５時まで、「夜間」とは午後５時３０分から午後９時３０分まで、

「時間外」とは午前０時から午前９時まで、午後０時から午後１時まで、

午後５時から午後５時３０分まで及び午後９時３０分から午後１２時ま

でをいう。 

２ 時間外の利用料金の基準額において、使用時間に１時間未満の端数が

あるときは、１時間に切り上げる。 

３ 興行その他の営利を目的とする使用に係る施設の利用料金の基準額は、

この表に定める額の５倍の額とする。 

 

(2) 設備の利用料金 

名称 区分 利用料金の基準額 

照明 １基１時間につき ３３０円 

備考 使用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間に切り上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 町民プールの利用料金 

区分 利用料金の基準額 

小中学生 ２２０円（アクアリーナ会員にあっては１１０円） 

一般（６０歳未満） ４４０円（アクアリーナ会員にあっては２２０円） 

一般（６０歳以上） ２２０円（アクアリーナ会員にあっては１１０円） 

備考 

１ 「アクアリーナ会員」とは、七ケ浜健康スポーツセンター条例（平成

１７年七ケ浜町条例第１３号）別表第１号の表に規定するアクアリーナ

会員をいう。 

２ 利用料金の支払いには、七ケ浜健康スポーツセンター条例別表第１号

の表に規定するクーポンチケット（以下「クーポンチケット」という。）

を使用できる。ただし、クーポンチケットの額面が利用料金を上回る場

合の差額は返還しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 武道館の利用料金 

(1) 施設の利用料金 

区分 利用料金の基準額 

午前 ８８０円 

午後 １，１７０円 

夜間 １，１７０円 

時間外（１時間につき） ２９０円 

備考 

１ 「午前」とは午前９時から午前１２時まで、「午後」とは午後１時か

ら午後５時まで、「夜間」とは午後５時３０分から午後９時３０分まで、

「時間外」とは午前０時から午前９時まで、午後０時から午後１時まで、

午後５時から午後５時３０分まで及び午後９時３０分から午後１２時ま

でをいう。 

２ 時間外の利用料金の基準額において、使用時間に１時間未満の端数が

あるときは、１時間に切り上げる。 

３ 興行その他の営利を目的とする使用に係る施設の利用料金の基準額は、

この表に定める額の５倍の額とする。 

 

(2) 設備の利用料金 

名称 区分 利用料金の基準額 

暖房設備 １台１時間につき １１０円 

備考 使用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間に切り上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 野外活動センターの利用料金 

名称 区分 利用料金の基準額 

キャンプ場 テントサイト １張り１泊につき ３３０円 

テント １張り１泊につき ２２０円 

デイキャンプ １日１回１人につき １１０円 

備考 興行その他の営利を目的とする使用に係る施設の利用料金の基準額は、 

この表に定める額の５倍の額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ サッカースタジアムの利用料金 

(1) 施設の利用料金 

区分 利用料金の基準額 

グラウンド

（１時間に

つき） 

入場料を徴収しない場合 一般 ３，３００円 

中学生以下 ２，２００円 

入場料を徴収する場合 一般 ９，９００円 

中学生以下 ６，６００円 

選手更衣室（シャワーの使用を含む。） １室１時間につき ３３０円 

審判員更衣室及び控室（シャワーの使用を含む。１時間に

つき） 

１１０円 

会議室（１時間につき） ２２０円 

本部室（１時間につき） ２２０円 

備考 

１ 使用時間に１時間未満の端数があるときは１時間に切り上げる。 

２ 入場料を徴収しない場合であっても、営利を目的とする使用は、入場

料を徴収するものとみなす。 

３ グラウンドを専ら準備又は撤去のため使用するときの利用料金の基準

額は、この表に定める額の２分の１の額とする。 

 

(2) 設備の利用料金 

区分 利用料金の基準額 

放送設備（１時間につき） ３３０円 

暖房設備（１室１時間につき） ５０円 

備考 使用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間に切り上げる。 

 

 

 

 

 



８ 七ケ浜第２スポーツ広場の利用料金 

区分 利用料金の基準額 

午前 午後 時間外（１時間につき） 

半面につき ６６０円 ８８０円 ２２０円 

備考 

１ 「午前」とは午前９時から午前１２時まで、「午後」とは午後１時か

ら午後５時まで、「時間外」とは午前０時から午前９時まで、午後０時

から午後１時まで及び午後５時から午後１２時までをいう。 

２ 時間外の利用料金の基準額において、使用時間に１時間未満の端数が

あるときは、１時間に切り上げる。 

３ 興行その他の営利を目的とする使用に係る施設の利用料金の基準額は、

この表に定める額の５倍の額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９ 屋内運動場の利用料金 

(1) 施設の利用料金 

区分 利用料金の基準額 

半面１時間につき ４９０円 

全面１時間につき ９９０円 

備考 

１ 利用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間に切り上げる。 

２ 興行その他の営利を目的とする利用に係る施設の利用料金の基準額は、

この表に定める額の５倍の額とする。 

 

(2) 設備の利用料金 

名称 区分 利用料金の基準額 

照明 半面１時間につき ２３０円 

暖房 １台１時間につき ２８０円 

備考 利用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間に切り上げる。 


